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 議案第 ４ 号から議案第 ６ 号まで関係  

 

件   名 

・議案第４号：字の名称を廃止することについて 

・議案第５号：字の区域及び名称を新たに画することについて 

・議案第６号：字の区域を変更することについて 

担 当 課 産業建設部 農林課 

根拠法令等 ・地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条 

効力発生日 
地方自治法第 260条第 2項の規定による告示の指定する日 

（令和７年５月３日予定） 

 

【概要】 

① 議案第４号…令和６年度国土調査完了地区の八幡浜地番の小字を廃止する。 

      

② 議案第５号…①で小字を廃止した区域及び松柏地番の一部に、字の区域及び名称を新たに画

する。 

 

③ 議案第６号…①で小字を廃止し②に該当していない区域及び松柏地番の一部を、地番整理事

業実施済みの区域に編入する。 

      

 

【その他特記事項】全体図及び明細図については、次項以降を参照 
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 議案第 １０ 号関係   

件   名 
八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について 

担 当 課 総務企画部 総務課 

根拠法令等 

・一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25年法律第 95号） 

・一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 

（平成 12年法律第 125号） 

施 行 日 令和７年４月１日（一部規定は公布の日） 

 

 令和６年８月８日に行われた人事院勧告に基づき、社会と公務の変化に応じた給与

制度の整備（給与制度のアップデート）を令和７年４月１日に施行するため、所要の

改正を行う。 

 

１ 八幡浜市職員の給与に関する条例 

  八幡浜市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

  八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例 

  八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

 

（１）給料表の改定 

 若手・中堅優秀者の早期昇格時や民間人材等の採用時の給与を改善するため、行政

職給料表であれば、３級以上の初号近辺の号給をカットして、各級の初号の額を引き

上げる（その他の給料表についても同様の改定を行う）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ３級    ４級    ５級    ６級    ７級 

 

 

（
号
給
月
額
） 

（職務の級） 

改定前 

改定後 
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≪参考≫行政職給料表 号給切替表 

旧号給 
新号給 

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ 

６ ２ １ １ １ １ 

７ ３ １ １ １ １ 

８ ４ １ １ １ １ 

９ ５ １ １ １ １ 

10 ６ ２ ２ １ １ 

11 ７ ３ ３ １ １ 

12 ８ ４ ４ １ １ 

13 ９ ５ ５ １ １ 

14 10 ６ ６ ２ １ 

15 11 ７ ７ ３ １ 

16 12 ８ ８ ４ １ 

17 13 ９ ９ ５ １ 

18 14 10 10 ６ ２ 

（例）６級であれば、改定前の１～13号給が新しい１号給となる。 

※給料表の改定は、初号近辺の号給がカットされるのみであり、実質的な給料月額

に変動がないことから、国家公務員のような若手・中堅優秀者の早期昇格がなけ

れば、昇格時の給料月額に影響はない。 

 

（２）昇給号給について 

 行政職給料表７級の職員（部長級）の昇給号給を３号給から４号給とする。 

 

（３）諸手当について 

①扶養手当 

配偶者に係る手当を段階的に廃止するとともに、子に係る手当を増額する。 

 現行 令和７年度 令和８年度 

配偶者 ６，５００円 ３，０００円 廃止 

子 １０，０００円 １１，５００円 １３，０００円 

 ※表中の金額は月額で、上記以外の扶養親族に係る手当は変更なし 

 

②管理職員特別勤務手当 

 平日深夜に係る支給対象時間帯を拡大する。 

  現行 改正後 

時間帯 午前０時～午前５時 午後１０時～翌日午前５時 
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③通勤手当 

 ・支給限度額を１５万円に引き上げる。 

 ・特急料金等の特別料金も支給限度額の範囲内で支給することとし、支給要件を緩 

和する。 

 

 

 【現行】               ＋ 

                      ↑特急料金 1/2 相当額 

 

 

 【見直し後】 

 

 

④単身赴任手当 

  採用時から支給を可能とするよう支給要件を拡大する。 

 

⑤定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への手当支給の拡大 

 住居手当を支給できるようにする（支給額は一般職員と同様）。 

 

※「八幡浜市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例」は

住居手当について、「八幡浜市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基

準を定める条例」は扶養手当、管理職員特別勤務手当及び住居手当について同様

の改正を行う。 

 

２ 八幡浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例 

  八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

  

○特定任期付職員業績手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当を支給する形に再編 

  ６月期 12月期 計 

令和６年度 期末手当 1.70月 1.70月 3.40月 

令和７年度 

期末手当 0.95月 0.95月 1.90月 

勤勉手当 0.875月 0.875月 1.75月 

合計 1.825月 1.825月 3.65月 

 

在来線運賃相当額 

上限５．５万円 ▼ 上限２万円 ▼ 

在来線運賃相当額 + 特急料金相当額 

上限１５万円 ▼ 
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 議案第 １２ 号関係   

 

件   名 
八幡浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

担 当 課 総務企画部 総務課 

根拠法令等 
・非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和 31 年政令

第 335 号） 

施行日等 

令和７年４月１日 

（改正後の第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、施行日以後に支

給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償及び同日前に

支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金等につい

て適用） 

 

【１．改正の経緯】 

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31 年政令第335 号）は、非常

勤消防団員や消防作業に従事した者等に対する損害補償の額や内容等を定めており、具体的な

内容については、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25 年法律第95 号。以下「給与法」

という。）に規定される俸給月額や一般職の地方公務員の補償制度等を参考に定められてい

る。 

令和６年11月に給与法の一部が改正され、俸給月額が改定されたことから、損害補償の額の

算定の基礎となる補償基礎額について、改正を行う。 

 

【２．改正の概要】 

（１）補償基礎額の改定（第５条第２項第１号関係） 

 別表 補償基礎額表                          （単位：円） 

階 級 
勤 務 年 数 

10 年未満 10 年以上20 年未満 20 年以上 

団長及び副団長 12,900（12,500） 13,700（13,350） 14,500（14,200） 

分団長及び副分団長 11,300（10,800） 12,100（11,650） 12,900（12,500） 

部長、班長及び団員 9,700（9,100） 10,500（9,950） 11,300（10,800） 

備考：（ ）内書は現行の補償基礎額である。 

 

（２）補償基礎額の改定（第５条第２項第２号関係） 

消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を9,100 円から9,700 円に、最高額を14,200円か 

ら14,500円に引き上げる。 

 

（３）補償基礎額の改定（第５条第３項関係）改正後の扶養に係る補償基礎額の加算額 

第５条第３項における号 第１号 第２号 第３号～第６号 

令和６年度 加算額（日額） 217円 333円 217円 

令和７年度 加算額（日額） 100円 383円 217円 

<区分> 

第１号：配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む） 

第２号：子（22歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある子） 

第３号：孫（22歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある孫） 
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 議案第 １２ 号関係   

 

第４号：父母及び祖父母（60歳以上） 

第５号：弟妹（22歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある弟妹） 

第６号：重度心身障害者 
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 議案第 １９ 号関係   

件   名 
八幡浜市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

担 当 課 産業建設部 建設課 

根拠法令等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26年法律第 127号） 

施 行 日 公布日 

 

【１．改正概要】 

 空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）改正にあわせて改正 

（管理不全空家等に対する措置及び特定空家等に対する緊急代執行の適用に係る規定の整備） 

 

【２．改正内容】 

条例番号・見出し 法令 改正の概要 

第２条  

【定義】 

法第２条 

法第５条 

法第13条 

〇条例改正に伴う条文の整備 

〇法改正にあわせて新設 

※「管理不全空家等」の定義 

第４条 

【所有者等の責務】 
法第５条 〇法改正にあわせて改正 

※所有者等の責務の強化 

第10条 

【管理不全空家等の認定】 
法第13条 〇法改正にあわせて新設 

※「管理不全空家等」の認定に係る規定 

第11条 

【管理不全空家等に対す

る指導及び勧告】 

法第13条 〇法改正にあわせて新設 

※「管理不全空家等」に対する指導及び勧告に 

係る規定 

第12条 

【特定空家等の認定】 
法第２条 〇条例改正に伴う条文の整備 

第13条 

【特定空家等に対する助

言又は指導及び勧告】 

法第22条 〇条例改正に伴う条文の整備 

第14条 

【特定空家等に対する命

令】 

法第22条 〇条例改正に伴う条文の整備 

第15条 

【公示】 
法第22条 〇条例改正に伴う条文の整備 

第16条 

【行政代執行法の適用】 
法第22条 〇条例改正に伴う条文の整備 

〇法改正にあわせて新設 

※「緊急代執行」の適用 

第17条～第21条  〇条例の条ずれに伴う改正 
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【３．法による措置手順】 

空き家の状態

勧　告 勧　告
※勧告を受けると、固定資産税等の
住宅用地の特例が解除される。

良い 悪い

指　導 助言または指導

1.著しく保安上危険となるおそれの
ある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれの
ある状態
3.著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図
るために放置することが不適切であ
る状態

適切に管理された空き家 「管理不全空家等」に認定 「特定空家等」に認定

窓や壁が破損しているなど管理が不
十分な状態

新　設

命　令

行政代執行・緊急代執行
※災害その他非常の場合は、命令等の手続を経ずに「緊急代執行」が可
能。（勧告までは経ている必要がある。）

 

 

【参考 空家等対策の推進に関する特別措置法（抄）】 

 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特

定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認

められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第六条第

二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該

当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が

改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めると

きは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家

等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することが

できる。 
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